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■ 小中一貫教育を進める理由 

 

（１）本市における児童生徒の実態から   

  

 

① 学力意識調査から 

宗像市が平成１６年度に実施した「児童生徒の学習意識調査」によると、｢勉強が好き

だと思わない児童生徒｣や「授業中に発表しない児童生徒」が、小学校高学年から増えてい

ます。 

こうした背景の一つには、中学校になると授業内容が高度になり、難しくなることが考

えられます。中学校では、算数は、「数学」と名前が変わり、「負の数」や「Ｘ」や「Ｙ」

を使った文字式や方程式など、新しい内容が登場します。こうした内容に戸惑いをもつ生

徒が増えてくるのではないかと考えます。 

また、体験を重視した問題解決的な授業になれていた小学生が中学校に進級し、資料を

用いた説明型の授業に馴染めず、意欲が低下していることもその原因として考えられます。 

以上のことから、小・中学校の教員が、小学校段階で本来育成すべき基礎的・基本的な

知識や技能や、小学校で身に付けてきた学び方を発揮させる指導方法等に対する共通理解

を図る必要があると考えました。  

 

② 中１ギャップへの対応から 

中１ギャップとは、小学生から中学 1 年生になった生徒が、学習や生活の変化になじめ

ずに不登校や生徒指導上の問題が起きるという現象のことです。  

１  宗像市が小中一貫教育を推進する背景  

●  なぜ、宗像市は小中一貫教育を進めるのですか。 

教科の勉強をすることは好きですか
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平成１７年度 日の里・大島中学校区の学習意識調査（教科の学習への好嫌度）結果  
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 文部科学省によると、平成１９年度、年間３０日以上学校を休んだ小・中学生は約 129000
人に上り、２年連続で増加傾向にあります。また、小学６年生から中学１年生になると、

不登校生徒は毎年３倍前後に増加するといわれます。今回の調査では、中１の不登校生徒

は約 25000 人ですが、そのうち小学６年生のときから不登校が継続している生徒は約 7500
人であり、中１になって 17000 人以上が新たに不登校になる計算になります。  

 
宗像市は不登校の発生率が全国的に見ても少ない自治体ですが、不登校が発生する時期

は、平成１７年・１８年の２カ年ともに中１ (７年 )・中２ (８年 )に急激に高まるという傾向

を示しています。  
 こうした背景の一つに、新たな友人や教師との関係が挙げられます。小学校では、担任

の先生がほとんど全ての教科を受けもち、一緒に過ごします。ところが、中学校では、教

科ごとに先生が変わり、生徒は先生との距離を感じがちです。先生も生徒の悩みや友達ど

うしのトラブルなどを把握するのが難しくなりがちです。  
また、部活動の練習や上級生との関係もその背景に挙げられます。中学校では小学校の

クラブ活動とは異なり、大会での勝利を目指して厳しい練習が行われます。さらに、部活

動では、小学校にはあまりみられない「先輩・後輩」という上下関係を経験しながら、友

達と比較される機会が格段に増えてきます。児童生徒が、学校生活での教師や友達の「支

え」を失い、他者からの評価に自信をなくしたり、自分の居場所を見つけられなくなった

りして、不安やストレスを抱え、学校に行けなくなってしまうこともあると考えられます。  
 こうした課題を解決するためには、児童生徒が小学校と中学校の「違い」を上手く受け

入れて、乗り越え、集団の中で人間関係を築いたり、自らの感情を制御したりしながら、

異学年、異校種、異学校などの子どもとの人間関係を構築していくシステムづくりを行い、

小学校から中学校への接続をスムーズに行うことが大切であると考えたのです。  
  

③ 学校と保護者・地域の役割の課題から 

これまで学校は、学校経営の目標や目標達成のための方策を説明したり、その取組状況

を学校評議員や保護者へアンケートで調査したり、総合的な学習の時間等の授業に地域の

人材を招いたりしてきました。しかし、保護者や地域が、義務教育９年間をかけて、学校

とともに児童生徒の教育に責任を負うというシステムまでには確立していませんでした。  
このことから、教職員と保護者、宗像市の各地域コミュニティ運営協議会が一体となっ

て児童生徒を育てるシステムも必要であると考えました。 

平成17・18年度不登校児童生徒数

0 0 0 1 1 1 2

18 17

0
3

0 0 0
3

12
10

28

0

5

10

15

20

25

30

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年

17年度

18年度

平成１７・１８年度 宗像市不登校児童生徒数  

人



 3

（３）国や県の動向から 

① 国の動向から  
中央教育審議会は、平成１７年の「新しい時代の義務教育を創造する（答申）」の中で、

「義務教育の目標を明確化するため、学習指導要領において、各教科の到達目標を明確に

示すことが必要である」ことに触れ、「その確実な修得のための指導を充実していく上で、

子どもたちの学習の到達度・理解度を把握し検証することが極めて重要である」としてい

ます。また、「義務教育に関する制度の見直し」では、「義務教育を中心とする学校種間の

連携・接続の在り方に大きな課題があることがかねてから指摘されている（略）。設置者の

判断で 9 年制の義務教育学校を設置することの可能性やカリキュラム区分の弾力化など、

学校種間の連携・接続を改善するための仕組みについて種々の観点に配慮しつつ十分に検

討する必要がある。」としています。  
また、教育基本法の改定に伴い、平成１９年６月に学校教育法が改正され、第２１条に

「義務教育の目標」が新たに規定されるなど、目標が体系的に整理されました。従来の規

定の仕方とは異なり、「義務教育の目標」をまず規定し、それに基づいて小・中学校教育の

目的と目標がそれぞれに明記されました。  
さらに、平成２０年３月に告示された学習指導要領総則第３章教育課程の編成及び実施

では、「義務教育９年間を見通して、発達の段階に応じた小学校と中学校教育の連続性の確

保」を重視しています。  
 

② 福岡県の動向から  
福岡県教育委員会は、平成１８年の「福岡県の義務教育」の中で確かな学力の育成に向

けて「小中の合同研修会や教員相互の授業交流などの小中連携の取組の推進」や「総合的

な学習の時間や道徳、特別活動など９年間を見通した指導計画の作成」の必要性について

述べています。  
また、平成２０年８月の教育力向上福岡県民会議第二次提言「福岡教育ビジョン」の中

でも、学校の取組として、「一貫性のある指導で教育活動に連続性をもたせる」ことや、行

政の支援として、「各校種間の連携・一貫した教育を推進する環境の整備」などが示され、

県民総がかりで推進体制を整備することが求められています。  
 
以上のように国や県の動向を見ても、小・

中学校において一貫した教育を推進すること

は緊急な課題であると言えます。しかし、小

学校と中学校の一貫・連携という教育課題は、

一人の教師が努力することで解決される課題

ではありません。また、一つの教科や領域の

課題でもありません。これは、少なくとも中

学校区を中心とした地域の課題です。中学校

区の教師・保護者・地域住民も一緒になって

児童生徒を育てるシステムをどう構築するの

か、宗像市は新たなシステムづくりに挑戦しているのです。  
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■ 小中一貫教育の考え方 

 
宗像市が平成１８年度から調査研究を始めている小中一貫教育は、一人の校長が小・中

学校の校長を兼務する小中一貫校における教育ではありません。同じ中学校区にある小・

中学校が、共通の目標を設定し、この目標の達成に向け、小中の教員が協同して、義務教

育９カ年間の一貫したカリキュラムに基づいて実施する教育のことです。 

宗像市では、この小中一貫教育を平成２０年度から次の３つのタイプに分類しています。   

したがって、一貫教育と連携教育の違いは、中学校区におけるそれぞれの学校の教育指

導計画書（下表参照）に中学校区の共通した目標が示され、それらの達成に向けて共通し

た教科・領域や機能教育の９カ年の推進計画が示されているかどうかにあります。 

平成１８年度から３カ年間は、Ａ型（施設一体型）とＢ型（施設分離型）を中心に調査

研究を進めています。その他の中学校区は現在、連携教育として取組を進めています。 

 

○ 校務分掌組織 

○ 校内研修計画 

○ 学力向上プラン 

○ 教科等推進計画 

○ 道徳教育推進計画 

○ 道徳の時間年間指導計画 

○ 特別活動年間指導計画 

○ 総合的な学習の時間推進計画 

○ 特別支援教育推進計画 

○ 人権・同和教育推進計画 

○ 生徒指導推進計画 

○ 体育・健康に関する指導推進計画 

【教育指導計画書に示される取組の内容例】 

 

 

２  小中一貫教育の考え方  

●宗像市は小中一貫教育をどのようにとらえていますか。 

タイプ 施設  教育内容（教育指導計画書）  分掌組織  研究校  

小中一貫Ａ型 一体 
中学校区の教育目標を統一し、教育指導計

画書も合冊となっている。 
統一  

大島  
中学校区  

小中一貫Ｂ型 分離 
中学校区の教育目標を統一し、教育指導計

画書も合冊となっている。 
統一  

日の里  
中学校区  

小中一貫Ｃ型 分離 

中学校区で設定した共通目標の達成に向け

て、教育指導計画書に記載する教科・領域

もしくは機能教育等の計画の一部が一貫し

ている。 

一部統一 未実施 
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■ 一貫教育推進校の規模 

 

 次の２中学校区で調査研究を進めています。 

小 学校  中 学校  型  

吉武小学校（99 名） 

赤間西小学校（430 名） 

赤間小学校（951 名） 

 

城山中学校（729 名）  

東郷小学校（439 名） 南郷小学校（202 名） 中央中学校（358 名）  

●日の里東小学校（336 名） ●日の里西小学校（397 名） ●日の里中学校（364 名） B 型（施設

分離型）  

自由ヶ丘小学校（482 名） 自由ヶ丘南小学校（463 名） 自由ヶ丘中学校（480 名）  

河東小学校（524 名） 河東西小学校（609 名） 河東中学校（609 名）  

玄海小学校（125 名） 

地島小学校（10 名） 

玄海東小学校（216 名） 

 

玄海中学校（242 名）  

●大島小学校（32 名）  ●大島中学校（18 名）  Ａ型（施設

一体型）  

（備考 ●印が小中一貫教育推進校。平成２０年５月１日現在） 

 

■ 小中一貫教育の推進組織 

  

平成２０年度までは調査研究

校の指定はＡ型とＢ型、他の中

学校区は連携教育の形で進めて

います。いずれも各中学校区の

校長会が中心となって中学校区

共通の取組を進めています。平

成２１年度以降については、市

内の有識者、各中学校区のコミ

ュニティ運営協議会代表、校長

会・教頭会の代表で組織された

「宗像市小中一貫教育推進協議

会」から、市内のすべての中学

校区が小中一貫教育を推進する

ための在り方に関する答申を受けて、教育委員会で検討することにしています。 

３  小中一貫教育の調査研究校と推進組織  

●  一貫教育推進校の規模と宗像市の推進組織はどうなっていますか。  

平成２０年度宗像市小中一貫・連携教育の組織図
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像
市
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＜例＞
・共通目標
・学力分析
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引継
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・通信の交換

・経営案と自
己診断表の
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　・　有識者
　・　小中学校代表者
　・　市民代表者
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　づくりに向けた協議
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小
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学
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・　日の里中校区
・　大島中校区
・　城山中校区
・　中央中校区
・　自由ヶ丘中校区
・　河東中校区
・　玄海中校区

○　中学校区における
　機能教育等の充実
　に向けた協議
・　校長会
・　教頭会
・　教務主任会
・　特別支援教育研修会
・　英語活動等研修会

宗像市学校教育
研究協議会

中学校区部会 学校

市各種研修会

諮問
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提案
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告
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課
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■ 一貫教育推進校での取組  
 
（１） 一貫した教育目標 

 小中一貫教育の推進校では、これ

まで別々の教育目標のもと、小・小

間、小・中間で全く違う取組が行わ

れていたのを、同じ教育目標にして

取組を始めました。  
 教育目標をそろえることで、たと

え、学校は変わっても、教師が子ど

もに話す目標や願いは同じだという

ことを感じ取らせ、児童生徒に安心

感をもたせるようにしています。  
 
（２）一貫した教育活動 

 ここでは、児童生徒が中学校に入ってつまずきやすい文字式や方程式など、その学年で

身に付けさせたい学習内容が確実に身につくよう、①小中学校の系統性を図った９年間を

見通した教育課程をつくったり、②小学校と中学校の教え方を可能な限りそろえ、「めあて

とまとめのある指導方法」を行ったり、③中学校の教師が小学校で授業を行ったり、 小学

校の先生同士が授業を交換したりして教科担任制を行ったり、④隣の小学校同士や小学生

と中学生が合同で行事を行うなどの交流活動を行ったりしています。  
 こうした取組により、小学生のうちから中学校の教師や先輩などに親しんでもらい、教

師と子ども、子どもと子どもがお互いの気持ちを通い合わせ、学習面や生活面で意欲的に

取り組むシステムづくりを行っています。  
  
（３）学校組織の協働化 

 教師と子ども、子どもと子どもがお互いの気持ちを通い合わせるためには、小・中学校

の教師同士が顔見知りになり、教育活動を推進するための組織を整えることが大切になり

ます。そのために、校長・教頭・教務主任等が集まる校務会議、小中の教科担当が集まる

教科等部会や、研究主任部会・生徒指導部会を行っています。  
 
（４）地域組織の協働化 

地域の組織として学校運営評議委員会を設け、学校の取組に対し、地域コミュニティ運

営協議会などの代表者などから評価を受ける機会を設けています。  

４  小中一貫教育の取組  

●  一貫教育推進校では、どのような共通の取組を進めていますか。 

宗像市教育委員会の指導・支援

運営的支援 人的・物的支援

一貫した教育活動

一貫した学校の教育目標～指導計画書が1冊～

9年間を見通した教育課程

教科担任制による指導体制

めあてとまとめのある指導方法

小・小間、小・中間の交流活動

学校組織

教科等部

校務会議

学年部

学
校
運
営
評
議
員
会

宗像市小中一貫教育推進校の特徴

研修部

学
校
運
営
評
議
委
員
会

地域組織
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■ 日の里中学校区の特徴 

 

日の里中学校区は、福岡県教育委員会の

重点課題研究指定・委嘱校としても「小中

一貫教育」の研究に取り組んでいます。 

 日の里中学校と日の里西小学校は、道路

を隔てて隣接しているのですが、日の里東

小学校は、およそ１キロメートル離れてい

ます。 

 そのため、校舎は別々でも小中学校の接

続を強化することによって教育効果をあげ

ようとする、「Ｂ型（施設分離型）」の一貫教育について調査研究しています。 

 ここでは、教育目標を「自分を確立し、共に生きる児童生徒の育成」として教育指導計

画書を一冊にまとめて取組を進めています。 

 
■ 大島中学校区の特徴 

 
大島中学校区は、小学生が３2 名、中学

生が１８名の小規模へき地校で、平成１６

年度から同じ校舎で教育活動に取り組んで

おり、職員室も一つです。  
 ここでは、教育目標を「豊かな心と確か

な学力を身につけた子どもの育成」として、

小規模へき地校における、「Ａ型（施設一体

型）」の一貫教育をどう進めるのかという課

題を明らかにしてもらうようにしています。

ここでも、教育指導計画書を一冊にまとめて取組を進めています。   

 こうした取組により、小学校から中学校へと場所は変わっても、教師が子どもに話す目

標や願いは同じだという安心感をもたせるようにしています。  

 
 
 
 
 

５  小中一貫教育の共通目標 

●  一貫教育推進校では、どのような共通目標を立てていますか。 

宗像市が小中一貫教育を進める理由日の里中学校区の教育目標

○ 宗像市教育委員会研究指定・委嘱校（Ｈ18～20）
○ 福岡県教育委員会重点課題研究指定・委嘱校（Ｈ18～20）
○ 宗像市教育委員会研究指定・委嘱校（Ｈ18～20）
○ 福岡県教育委員会重点課題研究指定・委嘱校（Ｈ18～20）

日の里西小学校 ３９７名

日の里中学校３６４名
日の里東小学校 ３３６名

約1km

教育目標：自分を確立し、共に生きる子どもたちの育成教育目標：自分を確立し、共に生きる子どもたちの育成

宗像市が小中一貫教育を進める理由大島中学校区の教育目標

○ 宗像市教育委員会研究指定・委嘱校（Ｈ18～20）
○ 国立教育政策研究所教育課程研究センター

小・中連携実践研究事業（Ｈ18～19）

○ 宗像市教育委員会研究指定・委嘱校（Ｈ18～20）
○ 国立教育政策研究所教育課程研究センター

小・中連携実践研究事業（Ｈ18～19）

大島小学校
３２名

大島小学校
３２名

大島中学校
１８名

大島中学校
１８名

教育目標：豊かな心と確かな学力を身につけた子どもの育成教育目標：豊かな心と確かな学力を身につけた子どもの育成

教育委員会 Column１  「教育目標の設定」 

今まで学校ごとに設定していた教育目標を次の観点から見直すことを促しました。①

宗像市教育委員会の教育施策として掲げている「教育２１世紀プラン２００８」の方針

を踏まえていること。②学校の実態、校区や地域コミュニティ運営協議会等の願いに即

したものであること。③評価可能な規準を有していること。  
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■ 一貫した教育区分 

 
児童生徒の発達段階に応じた教育活動を重点的に行うために、前期（小１～小４）、中期

（小５～中１）、後期（中２～中３）という教育区分を設定しています。そして、これらの

区分の教育活動が効果的に行われるような小中の系統性を重視したカリキュラムや小・中

学校の教員の交流システム・学校行事における児童生徒の交流システムなどの教育システ

ムづくりに取り組んでいます。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  小中一貫教育の教育区分 

●  一貫教育推進校では、どのように教育区分を決めているのですか。 

期  

 

前 期 

（生活や学習の基盤づくり段階） 

 

中 期 

（小中学校の接続の強化段階） 

 

後 期 
(一貫教育の充実 

段階) 

発
達
段
階
に
即
し
た
教
育 

○ 学級担任が中心となって、今

後の学習の基盤となる学力や

集団生活への適応、責任感、協

調性、人間関係などの社会的生

活習慣、本の読み方、ノートの

とり方、発表の仕方・聞き方、

家庭学習の仕方などの学習習

慣を一人一人に育てます。 

 

○ 学級担任は望ましい学

級集団を育てます。教科

担任は、専門性の高い授

業を行います。 

○ 中学校の生活や学習の

環境に早くから慣れるこ

とができます。 

 

 

○ 前期、中期

教育のよさを

生 か し な が

ら、宗像市民

としてこれか

らをより良く

生きる能力や

態度を育てま

す。 

学年  １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 

教育委員会 Column２  「教育区分と呼称」 

 
宗像市の小中一貫教育は、教育特区を申請したり、文部科学省の研究開発学校の指定

を受けたりして推進するものではありません。あくまで、現行の学習指導要領に準拠し

て、発達段階に即した教育を展開するために、便宜上規定した教育区分です。  
教育委員会では、前期（小１～小４）、中期（小５～中１）、後期（中２～中３）のそ

れぞれの学年において、自己評価表と一体となった学年経営案の推進状況について、合

同学年研修会の場で評価・改善を行うように促しています。さらには、前期の節目に、

２分の１成人式を行うことにより、前期終了の自覚をもたせるようにしています。 

なお、各学年の名称については、小中学校の交流活動がある場合には、中１を７年生

と呼ぶなど、推進校としての自覚をもたせるように各学校に依頼しています。 
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■ 小・中学校の系統性を十分に考慮した指導計画の作成 

 
日の里中学校区、大島中学校区では、学習指導要領に示された目標や内容及び指導時数

に則して下記のように教育課程を編成・実施しています。両中学校区では、小・中学校の

系統性を十分に考慮した指導計画を作成し指導にあたっています。  

 

７  小中一貫教育の教育課程 

●  一貫教育推進校では、どのようにして教育課程を開発しているのですか。 

前  期 中  期 後  期  

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 
７年 

（中１） 

８年

（中２） 

９年

（中３） 

国 語 ２７２ ２８０ ２３５ ２３５ １８０ １７５ １４０ １０５ １０５ 

社 会 ＊ ＊ ７０ ８５ ９０ １００ １０５ １０５ ８５ 

算 数 １１４ １５５ １５０ １５０ １５０ １５０ ＊ ＊ ＊ 

数 学 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ １０５ １０５ １０５ 

理 科 ＊ ＊ ７０ ９０ ９５ ９５ １０５ １０５ ８０ 

生 活 １０２ １０５ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

音 楽 ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０ ４５ ３５ ３５ 

図 工 ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０ ＊ ＊ ＊ 

美 術 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ４５ ３５ ３５ 

家 庭 ＊ ＊ ＊ ＊ ６０ ５５ ＊ ＊ ＊ 

技 家 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ７０ ７０ ３５ 

体 育 ９０ ９０ ９０ ９０ ９０ ９０ ＊ ＊ ＊ 

保 体 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ９０ ９０ ９０ 

外国語 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ １０５ １０５ １０５ 

道 徳 ３４ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

特 活 ３４ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

セ レ ク ト  ＊ ＊ ＊ ＊ 総 合 ３ ５  総 合 ３ ５  ３０ ６５ １６５ 

国 際 理 解  ＋１０ ＋１５ 総 合 ３ ５  総 合 ３ ５  総 合 ３ ５  総 合 ３ ５  総 合 ３ ５  総 合 ３ ５  総 合 ３ ５  

ふ る さ と  ＊ ＊ 総 合 ７ ０  総 合 ７ ０  総 合 ４ ０  総 合 ４ ０  総 合 ３ ５  ＊  ＊  

総

合 

学

習 
マ イ ド リ ー ム  ＊   ＊  ＊ ＊ ＊ ＊ 総 合 ５ ５  総 合 ３ ５  

合計 ７９２ ８５５ ９１０ ９４５ ９４５ ９４５ ９８０ ９８０ ９８０ 



 10 

 
 
 
  
 
 

 

■ 総合的な学習の時間での英会話学習（１～９年）、ふるさと学習（３～６年）、

セレクト学習（５～７年）、マイドリーム学習（８．９年）などの実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

教育委員会 Column３ 「教育課程の開発」 

宗像市教育委員会では、教育課程の開発に向けて、次の点に留意して各学校への情報

提供を行いました。  
１ 教育課程の編成に対する学校の基本方針を明確にすること  
（１）学校としての教育課程の意義、教育課程の編成の原則などの編成に対する基本

的な考え方を明確にし、全教職員が共通理解をもつように、平成１７年度２月か

ら宗像市教育委員会が学校に出向き、小中一貫教育に関する説明会を行いまし

た。  
（２）編成のための作業内容や作業手順の大綱を決め、作業計画の全体について全教

職員が共通理解をもつために、それぞれの中学校区で校長、教頭、教務主任が中

心となる会議（校務会議、６者会議）を設定することを促しました。  
２ 教育課程の編成のための具体的組織と日程を決めること  
（１）学校が、編成のための組織を決めるために、それぞれの中学校区で教務主任、

研究主任等が中心となる会議を設定することを促しました。  
（２）学校が、編成のための作業日程を決めるために、必要項目や作業日程案を提示

しました。  
３ 教育課程の編成のための事前の研究や調査をすること  
（１）小中一貫教育に関する教育課程についての理解を深めることができるようにす

るため、先進事例校の情報を提供しました。  
教育課程の考え方については、主にお茶の水女子大学附属幼小中学校の実践を

参考にしました。また、各学校の教育指導計画作成については、呉市立二河中学

校、二河小学校、五番町小学校の実践を参考にしました。  
    さらに、熊本県富合町立富合小中学校、呉市立五番町小学校には、実際に現地

を訪問して小中一貫教育推進に関する留意点などの情報を収集しました。  
（２）地域の学校の実態及び児童生徒の心身の発達段階や特性を把握するとともに、

保護者や地域住民の意向、児童生徒の状況等を把握することに留意しました。  
   ここでは、特に、地域や保護者を集め、小中一貫教育についての説明会を開き、

地域や保護者の意向を聴取することに努めました。  
４ 学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項を決めること  
（１）それぞれの学校や児童生徒がもっている教育課題を明確にするために、児童生

徒を対象に、宗像市が実施している学習意識調査や学力テストをきめ細かく分析

することを促しました。  
（２）教育課程の編成の基本方針には、「めあて」や「考える力」などキーワードを

用いて、共有化しやすいように促しました。  
５ 教育課程を編成すること  

両中学校区とも「考える力」に課題が見られたので、考える力の育成に向けた指導

内容に重点を置くとともに、市が考える総合的な学習の時間の指導時間数を踏まえ

て、指導時数を配当するように促しました。  
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８  小中一貫教育における指導内容の重点化  
●  一貫教育推進校ではどのように指導内容を重点化していますか。  

 
■ 発達区分で重視すべき指導内容の系統表の作成 

 
これまで、中学校の先生から小

学校で身に付ける学習内容は確実

に身に付けさせてほしいという声

や、小学校の先生から小学校で教

えた内容を中学校でもやっている

という声がありました。そこで、

両中学校区では、小・中学校の先

生が互いに指導内容や方法につい

て情報交換することにより、右図

のように、各学年で重点をおいて

指導する内容を明らかにしたり、

下表のように指導内容の系統表を

作成したりして、指導にあたることとしました。  
  

９年間を見通した教科別の指導内容の重点化

　
　　　　　　　
　　　　　　　　　○　順序を考えながら読む（１年）
　　　　　　　○　言葉の性質や役割（３年）
　　　　　　　○　自分の考えを効果的に書く（６年）
　　　　　
　　　　　　　○　都道府県や世界の主な国々の位置と名称
　　　　　　　　などの確実な習得（５年）　

　　　　　　　○　整数の表し方、概数、四捨五入、
　　　　　　　　折れ線グラフ（４年）
　　　　　　　○ 単位量あたりの考え方（６年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　　　　　　　
　　　　　　　　　○　順序を考えながら読む（１年）
　　　　　　　○　言葉の性質や役割（３年）
　　　　　　　○　自分の考えを効果的に書く（６年）
　　　　　
　　　　　　　○　都道府県や世界の主な国々の位置と名称
　　　　　　　　などの確実な習得（５年）　

　　　　　　　○　整数の表し方、概数、四捨五入、
　　　　　　　　折れ線グラフ（４年）
　　　　　　　○ 単位量あたりの考え方（６年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基礎的・基本的な知識・技能の9カ年の系統化基礎的・基本的な知識・技能の9カ年の系統化

社　　会社　　会

国　　語国　　語

算数・数学算数・数学

大島小中学校 算数・数学科 重点指導内容 （ 数と式 ）「 」

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 第７学年 第８学年 第９学年
12月 11月 5月～6月 4月 4月

算数 計算のじゅんじょ 式と計算の順序 正の数・負の数の計算 式の計算 多項式の計算
※九九の表とかけ算 中・相 12月 6月 7月～9月 (例) （例）

数学 ※九九 ※整数の加減 分数を調べよう 分数の計算の仕方 文字式の計算
（３桁） ※整数の除法 同分母の加減 異分母の加減

整数の乗法 （３桁÷２桁） (真分数の加法・減法) (例)
分 （２桁×２桁） (例)式の値
数 （３桁×１桁） (例)

整数の除法 兼 ,ｙ＝４のとき
（１桁でわる九九

の範囲） 中・相 (例)式の値
ａ＝３のとき の式の値

12月 小
分数のかけ算とわり算 の式の値

相

※等号の用語 ※数直線の用語 ※交換法則・結合法 ※約数と倍数 ※方程式 ※表面積と体積 ※二次方程式
則・分配法則の理解 ※比例と反比例 ※連立方程式 ※関数
※奇数と偶数 ※一次関数

9月 9月 音の伝わる速さの計算 オームの法則の計算 距離
理科 小数 小数のかけ算とわり Ｅ 速さ＝
との 小数の加減 力 I＝ 時間
関連 (小数第１位) 圧力＝ Ｒ 速さ 秒速の変換

小数の乗除 面積 電力の計算 ㎞時＝ｍ/秒
小 (小数第１位) Ｐ＝Ｅ・Ｉ
数 溶解度の見方 位置エネルギー＝

湿度の計算 質量×高さ
地震波の速さの計算 湿度(％)＝

水蒸気量(ｇ)
飽和水蒸気量(ｇ)

熱量＝電力×時間

兼 兼務授業 中 中学校職員ＧＴ 小 小学校職員ＧＴ 相 小中職員間で指導内容を確認

5
2
+
1
3

10

3
÷
1

6
-
2

3
- -
1

5

-5a+3
4

2x-3y

3
-
x+4y

4 x3

4
+
2

x
÷
4
x

y=ax2

x=-
1
6

×100

-3xy 2 ÷ -3xy2 × 2y2
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■  総合的な学習の時 

間における内容の系

統表の作成  
 
総合的な学習の時間にお

いては、「総合的な学習の時

間の内容系統表」を作成し、

趣旨、目標、内容を明らか

にし、次のような特色ある

学習を行っています。  
 

（１）『国際理解をテー      

マとする学習』（英会話

活動）  
この学習は、前期 1 年生から後期９年生までが学習しています。ＡＬＴの活用を通して、

中学校卒業段階までに、挨拶や対応、身近な暮らしに関わる話題などについて平易なコミ

ュニケーションができる生徒を育てることをねらいとしています。そのために、前期では

「聞く・話す力の育成」に重点を置いた学習をしています。中期では、前期の学習を基礎

としながら読む・書く力も段階的に育てています。そして、後期では、実践的コミュニケ

ーション能力を身に付ける指導を行っています。ただし、前期１年及び２年では、１０時

間～１５時間程度、教育課程外の時間で実施をしています。  
 

（２）『ふるさとをテーマとする学習』（ふるさと学習）  
この学習は、前期３年生から中期７年生までが学習し、市が作成した副読本を用いるな

どして、郷土を愛し、郷土の一員としての自覚を育むことをねらいとしています。ここで

は、環境や福祉に関するテーマの学習や、歴史や文化に関するテーマの学習について自ら

課題をもって追究していきます。  
 

（３）『自分の興味・関心をテーマとする学習』（セレクト学習）  
この学習は、中期５、６年生が学習し、児童の興味や関心から知的好奇心を引き出し、

達成感を味わわせることをねらいとしています。そのために、教科を学習した後にさらに

興味・関心がある一つのテーマを設定するなどして、学習しています。  
 

９  小中一貫教育における総合的な学習の時間  

●  一貫教育推進校では、どのような総合的な学習の時間を行っているので

すか。 

9年間を見通した総合的な学習の時間の指導計画づくり

『ふるさとを
テーマとする
学習』

（ふるさと学習）
※ 副読本は

全市小３以上
に配布

『ふるさとを
テーマとする
学習』

（ふるさと学習）
※ 副読本は

全市小３以上
に配布

『国際理解を
テーマとする
学習』
（英会話活動）
※ 英会話活動
は全市小１から

実施

『興味・関心を
テーマとする
学習』

（セレクト学習）
※ 中学教員が

小学生の講師

『興味・関心を
テーマとする
学習』

（セレクト学習）
※ 中学教員が

小学生の講師

『進路をテー
マとする学習

（マイ・ドリーム
学習）
※ 全市の中２生

が５日間の職場
体験

『進路をテー
マとする学習

（マイ・ドリーム
学習）
※ 全市の中２生

が５日間の職場
体験
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（４）『進路をテーマとする学習』（マイ・ドリーム学習）  
この学習は後期８年生、９年生が学習しています。この学習は、現在宗像市が中学校２

年生を対象に実施している５日間の職業体験（ワクワクワーク）を中心としたキャリア教

育（児童生徒の勤労観、職業観を育てる教育）の一環として行っています。  
 この学習では、これからの社会で生活するために必須の能力となる「人間関係形成能力」

「情報活用能力」「将来設計能力」「意思決定能力」を育成することをねらいとしています。  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

教育委員会 Column４ 「総合的な学習の時間のカリキュラム」 

これまでの小中学校が独自に設けていた総合的な学習の時間に対して、現行の学習活

動を生かしつつ、次の観点からカリキュラムを開発するように促しました。  
１ 総合的な学習の時間のねらい  

ねらいは、「自分と宗像の豊かな自然や伝統ある地域社会、地域を愛する人、宗像と

かかわりある地域、そこで生活する自分自身とのよりよいかかわり方について考える課

題を設定し、解決のための見通しをもちながら、主体的に追究活動に取り組み、その結

果を伝えたり、実践したりしてこれからの宗像の社会を担う一員としての役割や自己の

学びのよさを自覚することができる児童生徒の育成を目指す。」としました。また、市

独自に目標と内容の系統表を作成し、それぞれの学校が単元指導計画を作成する際の基

準としました（別紙参照）。  
２ 総合的な学習の時間の名称と学習活動  
 総合的な学習の時間の名称は、これまでそれぞれの学校で名称をつけていたのを改

め、総合的な学習の時間におけるそれぞれの学習活動の一つ一つに名称をつけるように

しました。 

（１）『国際理解をテーマとする学習』（英会話活動） 

（２）『ふるさとをテーマとする学習』（ふるさと学習） 

（３）『自分の興味・関心をテーマとする学習』（セレクト学習） 

（４）『進路をテーマとする学習』（マイ・ドリーム学習） 

４ 総合的な学習の時間の学習活動の展開に当たっての配慮事項  
（１）『国際理解をテーマとする学習』（英会話活動） 

 ○ ここでは、宗像市が契約している民間委託業者が作成しているカリキュラムを基

本として、学習活動を展開するようにしています。 

（２）『ふるさとをテーマとする学習』（ふるさと学習） 

 ○ 小学校２校の場合は、その学年で必ず実施する共通単元と、その学校が独自に行

う選択単元に分け、柔軟に対応できるようにしています。ふるさと学習は、環境、

福祉、郷土などの内容から構成されています。 

（３）『自分の興味・関心をテーマとする学習』（セレクト学習） 

 ○ 中学校の教員が実施できるよう、時期を集中して行えるようにしています。 

（４）『進路をテーマとする学習』（マイ・ドリーム学習） 

 ○ 宗像市教育委員会が事業所と連絡調整を図り、活動の多様化を図っています。 
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■ 児童生徒自らが「めあて」と「まとめ」を創る一貫した指導方法 

 

平成１７年度の両中学校区の

児童生徒の学力を見ると、考え

る力に課題があることがわかり

ました。そこで、前期１、２年

生では、基本的な学び方や学習

規律を徹底して指導しています。 
そして、中期３、４年生から

は、児童生徒自らが学習のめあ

てをつくり、自分のめあてに沿

って進んで調べたり、考えたり

して、１時間の学習のまとめを

自分の言葉で表せるような授業

づくりに努めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０ 小中一貫教育における指導方法  

●  一貫教育推進校では、どのような指導方法を行っているのですか。 

教育委員会 Column５ 「一貫性のある指導方法の実施」 

小・中学校の各教科別学習指導要領解説や国立教育政策研究所における評価の趣旨を

もとに思考力・判断力に関する項を下記の表にまとめ、校務会議や校内研修会の場で提

示し、各学校区が掲げる重点目標と各教科等の目標の関係を明らかにしました。  
 思考・判断（考える力）に関する評価の趣旨  

算 数   

  

数   学  

○ 算数的活動を通して、数学的な考え方の基礎を身に付け、見通しをもち、筋

道を立てて考える。     

○ 数学的活動を通して、数学的な考え方を身に付け、事象を数学的にとらえ、論

理的に考えるとともに、思考の過程を振り返り考えを深める。  

  

また、小学校の算数科では、１単位時間の導入、展開、終末段階における学習活動や

教師の手だての在り方、「めあて」の条件（下記参照）を明記した指導方法モデルを提

示し、それぞれの学校の校内研修の日常化に役立てるようにしました。  
＜めあての条件＞  

○○を（目的）、△△の方法で（方法）、調べよう（活動）。  

  ※ 結果を見通しにくく、答えを見つけ、見つけ方を明らかにする帰納的な学習 

  ○○が、□□になるわけを（目的）、△△を使って（方法）、説明しよう（活動）。  

※ 結果の見通しが立ち、答えの正しさを証明する演繹的な学習  

教え方や板書の仕方をそろえる教え方や板書の仕方をそろえる

めあてとまとめを創る一貫した指導方法

【第５学年 算数科 単元「面積」の板書】

学習の振り返り

めあての提示

まとめの提示

【板書カード】
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■ 兼務教員の授業や交換授業による一部教科担任制の実施 

 

  

あああ 

 

 

 

 

 

 

 

小中一貫教育の特徴的な取組として挙げられ

るのが「兼務教員」による授業です。兼務教員

とは、福岡県教育委員会から兼務辞令を受け、

小・中学校のいずれの学校でも授業を行うこと

ができるようになっている指導方法工夫改善教

員のことです。 

上表のように平成２０年度の日の里中学校区

では、日の里中学校の音楽と保健体育の教員が、

それぞれ日の里東小学校と日の里西小学校の中

期６年生の授業を行っています。また、日の里 

東小学校の教員は、日の里中学校の中期７年生

の数学を担当し、日の里西小学校の教員は、日

の里中学校全学年の家庭科を担当しています。

（写真１、２、３、４）さらに、両小学校の中

期部では、学級担任の得意な１～２の教科につ

いて単元や配当時間を決めて、交換授業を行っ

ています。また、総合的な学習の時間のセレク

ト学習では、日の里中学校の教員が両小学校に

出向き、授業を行いました。 

大島地区では、大島中学校の数学、音楽、社

会、体育の教員が、大島小学校の前期・中期の

児童を中心に各教科の授業を行っています。 

１１ 小中一貫教育における指導体制  

●  一貫教育推進校では、どのような指導体制をとっているのですか。 

大
島
中 

大
島
小 

日
の
里
中 

日
の
里
東

小 

日
の
里
西

小 

社
・
理
・
英

音
・
美
・
体

音
楽
・
体
育 

音
楽
・
体
育

数 

学 

家 

庭 

写真１ 体育の兼務教員による授業  

写真２ 理科の兼務教員による授業（Ｈ１８）  

 平成２０年度日の里中学校区・大島中学校区の兼務教員による教科  

数 

学 

中１  

小５～６  

中１  

小５～６  

中 １ ～ ３

小５～６  

写真２ 音楽の兼務教員による授業  



 

このように教師の得意分野を生かした教科担任制の一部を小学校の段階から導入するこ

とにより、児童の中学校への進級時の不安を解消するだけでなく、一人一人の児童生徒の

よさや可能性を引き出し、学習意欲の向上に努めることができると考えています。         

また、各学校では、兼務教員による授業などの指導体制が整うように、下足置き場、事

務机などの環境整備を行ったり、小・中学校の日課表の 1 校時、3 校時、5 校時を揃えた

りして工夫を凝らしています。  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真４ 家庭科の兼務教員による授業  写真３ 算数の兼務教員による授業  

教育委員会 Column６ 「兼務教員による授業の実施」 

兼務教員が授業を行うためには、福岡県教育委員会から兼務辞令を受ける必要があり

ます。中学校の兼務教員が小学校で授業を行うためには、中学校の免許のみで構いませ

んが、小学校の兼務教員が中学校で授業を行うためには中学校の免許が必要となりま

す。そのため各学校が兼務教員による授業を行う際には、教員が所持している免許を考

慮しながら、児童生徒の課題が見られる教科と指導方法工夫改善教員の特徴教科を合わ

せる必要があると言えます。また、宗像市教育委員会では、兼務教員による授業や交換

授業などの一部教科担任制が効果的に進むように下記のように人的支援も行うととも

に、兼務教員の移動に備えて、公用車を配置しています。  
 研究指定の内容  支援措置  

○ 福岡県重点課題研究指定  

(平成１８～２０年度 ) 

・財政的支援（１５万）  

日の里中学校区  ○ 宗 像 市 教 育 委 員 会 研 究 指

定・委嘱事業  

(平成１８～２０年度 ) 

・財政的支援（３０万）  

・人的支援（非常勤嘱託職員

各学校 2 名）  

○国立教育政策研究所教育課程

研究センター小・中連携実践

研究事業 (平成１８～１９年度 ) 

・財政的支援（２０万）  

大島中学校区  
○ 宗 像 市 教 育 委 員 会 研 究 指

定・委嘱事業  

(平成１８～２０年度 ) 

・財政的支援（３０万）  

・人的支援（非常勤嘱託職員

1 名）  
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■ 学校行事などにおける小・中の児童生徒による交流 

 

指導方法や指導体制を一貫させるだけでな

く、日の里中学校区や大島中学校区では、

学校行事などでも小・中学校間の児童生徒

の交流を進めています。日の里中学校区で

は、中学校生徒による小学校児童の組体操

指導（写真１）、歓迎遠足、クリーン作戦や

授業交流活動、６年生の修学旅行、５年生

の集団宿泊学習を行っています。大島中学

校区では、もずくとり、大島山笠（写真２）

櫓漕ぎ大会、運動会（写真３）などを行っ              

ています。 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 小中一貫教育における児童生徒の交流  

●  一貫教育推進校では、どのような交流活動を行っているのですか。 

 

写真１ 日の里中学校の生徒による日の里東

小学校児童の組体操への補助  

教育委員会 Column７   
「小中の交流活動」 

宗像市では、各中学校区に１つ以上の

地域コミュニティ運営協議会がありま

す。日の里中学校区には日の里地区コミ

ュニティ運営協議会、大島中学校には大

島地区コミュニティ運営協議会がそれ

に当たります。  
各中学校区において小中学校の児童

生徒が学校行事などでクリーン作戦や

運動会などの交流活動を行う際には、こ

の地域コミュニティ運営協議会に働き

かけ、コミュニティの協力を得ると活動

がしやすくなります。  
宗像市教育委員会では、コミュニティ

の方々に小中一貫教育の趣旨を説明す

ることにより、小中一貫教育への理解と

協力をお願いしています。  

 

写真２ 大島山笠の様子  

写真３ 大島全島大運動会の様子  
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■ 小中合同校務会議や小中合同校務分掌部会の開催 

  
各学校の目標の到達状況やカリキュラ

ムの開発、指導方法に関する情報を交換す

るために、両地区ではこれまでの単独の会

議を一部見直し、様々な会議を合同で行う

工夫をしています。  
  日の里中学校区では、校長､教頭､教務主

任が出席し、一貫教育の方針を決定する機

関としての３校校務会議や、教科等の指導

方法やカリキュラムを開発する機関として

の３校合同教科等研修会などを設けていま

す。  
大島中学校区では、２校の校長､教頭が

出席し、一貫教育の方針を決定する４者会

議や、２校の校長､教頭､教務主任が出席し、

学校運営について話し合う６者会議を設け

ています。また、授業づくり部会、カリキ

ュラム部会、環境づくり部会など小・中合

同の研究組織を設けています。  
    また、会議の議事録を毎回職員に配布し

説明することによって、各学校の取組状況

をすべての教職員が確認できるようにしています。このように組織を工夫することによっ

て、義務教育９カ年間で児童生徒を育てるという一貫教育への意識が高まっています。  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

１３ 小中一貫教育における会議や研修会  

●  一貫教育推進校では、どのような会議や研修会を行っているのですか。 

教育委員会 Column８ 「小中合同の会議や研修会」 

これらの会議や研修会を実りあるためにするには、会議や研修会に臨む前の学校と教

育委員会における事前打ち合わせが大切といえます。  
そこで、教育委員会では、これまで校務会議の事前に事務局の校長や教頭に対して小

中一貫教育に関する方針を伝えたり、教頭と検討事項についての連絡調整を行ったりし

て会が円滑に行えるようにしています。  
また、研修会の内容を検討する教務主任・研究主任会にも可能な限り出席し、会全体

のねらいや内容について共通理解を図るように促しています。  

一貫した学校組織「小中合同校務会議 」

・ 隔週火曜日
・ ３校の校長、教頭、教務主任等が出席

・ 隔週火曜日
・ ３校の校長、教頭、教務主任等が出席

日の里中学校区 「３校校務会議」日の里中学校区 「３校校務会議」

・ 毎週金曜日
・ ２校の校長、教頭、

教務主任等が出席

・ 毎週金曜日
・ ２校の校長、教頭、

教務主任等が出席

大島中学校区 「６者会議」大島中学校区 「６者会議」

学校行事や学校運営方針等の決定学校行事や学校運営方針等の決定

３校校務会議の様子

小中合同校務分掌部会

教職員の共通理解による小中一貫教育に対する意識の高まり教職員の共通理解による小中一貫教育に対する意識の高まり

○ 教科別や学年別で行う、３校
合同の研修会

○ 教科別や学年別で行う、３校
合同の研修会

○ 授業づくり部会、カリキュラム部会、環境づくり部会
など２校合同の研究組織

○ 授業づくり部会、カリキュラム部会、環境づくり部会
など２校合同の研究組織

大島中学校区大島中学校区

合同教科等別研修会

日の里中学校区日の里中学校区
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■ 保護者や地域の声を学校運営に反映する学校運営評議委員会の開催    

  
従来はそれぞれの学校が

別々に学校評議員を置いて

いましたが、小・中学校が

合同で新たに「学校運営評

議委員会」を組織していま

す。この学校運営評議委員

会は、地域コミュニティ運

営協議会の代表、保護者代

表、学識経験者として福岡

教育大学の教授らで構成さ

れています。  
 この委員会は、毎学期末、

調査研究校の小中一貫教育

の進捗状況や学校評価についての説明を校務会議・６

者会議の参加者から受け、そのことに対して第３者的

な評価を行うようにしています。  
 評価に当たっては、学校の日や地域における日常の

児童生徒の姿や保護者、地域住民の声を通して、可能

な限り客観的な評価ができるようにしています。  
このことにより、保護者や地域住民の方々の意見を

小中一貫教育をはじめとする学校運営全般に反映でき

るようにしています。  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

１４ 小中一貫教育における地域との連携  

●  一貫教育推進校では、どのようにして地域を連携をとっているのですか。 

教育委員会 Column９ 「学校運営評議委員会の開催」 

「学校運営評議委員会」とは、従来の「学校評議員」が校長先生の質問に答えること

が主な役割であったのに対し、小中一貫教育を実施する中学校区の小・中学校に意見や

質問をして、学校運営に積極的にかかわる組織のことです。  
委員の選出に当たっては、校区の地域コミュニティ運営協議会からも代表者を選出す

るとともに、各小中学校からも PTA の代表を選出しています。  
会長は、日の里中学校区は大学教授、大島中学校区は大島コミュニティ運営協議会会

長が務めています。この会合は、毎学期末に行い、年に３回実施しています。  

地域組織「学校運営評議員委員会」

「学校運営評議委員会」による学校運営の参加「学校運営評議委員会」による学校運営の参加
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■ 一貫教育推進校の成果  
 
（１） 児童生徒・保護者・他

校の教師の感想 

 
右は、中学校で小学校の兼務教

員による授業を受けた生徒の感想

です。「小学生のときから私たちの

ことを知っているから、苦手の部

分をきちんと教えてもらえる」と

いう感想に見られるように、教師

の専門的な指導により、中学校生

活での安心感を与えているのがお

わかりいただけると思います。  
また、右横は、学校運営評議委

員会での保護者の方の発言です。 

昨年度の小中一貫教育推進校中

間発表会で実施した市内小・中学

校教職員のアンケートや保護者の

「中学校の先生が小学校で教えて

くれるようになって、子どもがそ

の教科を好きになったといってい

ます。」という発言からも、本市の

小中一貫教育に対して、好意的で

あることがわかります。 

さらに、昨年度の小中一貫教育

推進校中間発表会で実施した市内

小・中学校教職員のアンケート結

果からもわかるように、「よかっ

た」「とてもよかった」が約９０％

を占めることから、本市の小中一

貫教育に対して、肯定的であるこ

とがわかります。 

 

１５ 小中一貫教育における成果と課題  

●  一貫教育推進校での成果と課題を聞かせてください。  

兼 務 教員 の授 業に対する 中 学生 の感 想

○ 保護者の声①
中学校の先生が小学校で教えてくれるようになっ

て、子どもがその教 科を好きになったといっていま
す。

○ 保護者の声②
中学校の子どもが、「先生がめあてを書い てくれ

るので、今日学習することがよくわかる。」といって
います。こんなことならもっと早く一貫教育の 取り
組みを始めて もらってもよかったと思います。

○ 保護者の声①
中学校の先生が小学校で教えてくれるようになっ

て、子どもがその教科を好きになったとい っていま
す。

○ 保護者の声②
中学校の子どもが、「先生がめあてを書 いてくれ

るので、今日学習することがよくわかる。」といって
います。こんなことならもっと早く一貫教育の取り
組みを始めて もらってもよかった と思います。

小中一貫教育を支える保護者の声

研修会感想

15%

79%

6%

1%

14%

76%

10%

0%

15%

78%

7%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

とてもよかった

よかった

あまりよくなかった

よくなかった

小学校 中学校 合計

 

小中一貫教育推進校中間発表会のアンケート結果 
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（２）学習意欲・不登校児童生徒数の変容 

① 学習意欲の変容 

 
 

 
 
上のグラフは、日の里中学校区と大島中学校区の平成１７年度と１９年度の学習意識調

査（教科の学習への好嫌度）の結果です。  
１９年度の割合を見ると、小中一貫教育導入直前の平成１７年度よりも、教科の学習が

好きだという子どもの割合が増えています。  
特に、中期（小５～中１）の児童生徒の割合が増えていることがわかります。  
こうした伸びは、①小中学校の系統性を図った９年間を見通した教育課程をつくったこ

と、②小学校と中学校の教え方を可能な限りそろえ、「めあてとまとめのある指導方法」を

行ったこと、③中学校の教師が小学校で授業を行ったり、 小学校の先生同士が授業を交換

したりして教科担任制を行ったこと、などの取組が有効に働いたためと考えられます。  
けでなく、中学校生活での安心感をも与えているのがおわかりいただけると 
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平成１７年度 日の里・大島中学校区の学習意識調査（教科の学習への好嫌度）結果  

平成１９年度 日の里・大島中学校区の学習意識調査（教科の学習への好嫌度）結果  
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② 不登校児童生徒数の変容 
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上のグラフは、日の里・大島中学校区における平成１８年度～２０年度の不登校児童生

徒数の変容です。このグラフを見ると、１８年度９月期は９名であったのに対し、２０年

度９月期は１名へと減少していることがわかります。特に、７年生（中学１年生）の不登

校数は０名になっています。  
 

(1)、(2)のような結果から、小学校の６年生で中学校の兼務教員や校内の教員による

教科担任制を体験したり、中学生と交流したり、中学校の 1 年生が小学校の兼務教員か

ら学習を受けたりするという環境が、子ども達に、安心感を与え中１ギャップの解消に

つながっているのではないかと考えます。 

課  
■ 一貫教育推進校の課題 

 
一貫教育推進校の課題としては、指導方法や評価について共通理解を図ることが挙げら

れます。担任と兼務教員による定期的な連絡会をもったり、授業以外でも児童と教科担任

や兼務教員との交流の場を設定したりするといった取組が考えられます。  
 教育委員会の課題としては、宗像市の小中一貫教育を市内に拡大するにあたり、他の中

学校区の学校数、学校規模、児童生徒数、伝統、学校間の距離等の地理的条件、地域・保

護者の願いを把握するとともに、小中一貫教育を推進していく場合に必要な学力向上支援

教員配置等の予算などを入念に検討する必要

があると考えています。  
 このことについては、本年１０月３１日に

行われる調査研究校の「最終報告会」により、

成果と課題の整理を行うとともに、宗像市小

中一貫教育推進協議会からの最終答申を踏ま

えて、検討するようにしています。  
 本市としては今年度３月までに、小中一貫

教育の今後の方向性を打ち出したいと考えて

います。  

平成１８～２０年度（９月期） 日の里・大島中学校区の不登校児童生徒数の変化  




